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君
提
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入
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管
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に
収
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れ
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い
る
外
国
人
多
数
が
ハ
ン
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る
答
弁
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一
、
三
、
四
及
び
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
ハ
ン
ス
ト
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
二
十
九
年
五
月
九
日
の
夕
食
か

ら
、
東
京
入
国
管
理
局
の
被
収
容
者
の
一
部
の
者
が
、
早
期
の
仮
放
免
や
更
な
る
処
遇
の
改
善
等
を
要
求
し
、
こ
れ
ら
の
要

求
が
い
れ
ら
れ
な
い
限
り
給
与
さ
れ
る
糧
食
の
摂
食
を
拒
む
旨
を
表
明
し
て
摂
食
を
拒
む
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
摂
食
を
拒
ん
だ
被
収
容
者
（
以
下
「
当
該
被
収
容
者
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
同
日
の
夕
食
に
つ
い
て
は
、

二
十
二
人
で
あ
り
、
同
月
二
十
二
日
の
夕
食
に
つ
い
て
は
、
二
人
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
被
収
容
者
で
あ
っ
て
、
同
月
九
日

の
夕
食
か
ら
同
月
二
十
二
日
の
夕
食
ま
で
の
間
に
一
食
で
も
摂
食
を
拒
ん
だ
も
の
の
国
籍
は
、
イ
ラ
ン
、
イ
ン
ド
、
ウ
ガ
ン

ダ
、
ガ
ー
ナ
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
中
華
人
民
共
和
国
、
ト
ル
コ
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
バ
ン
グ
ラ

デ
シ
ュ
、
ペ
ル
ー
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
及
び
リ
ベ
リ
ア
で
あ
る
。

当
該
被
収
容
者
が
右
に
述
べ
た
よ
う
に
摂
食
を
拒
ん
だ
原
因
は
、
被
収
容
者
ご
と
に
様
々
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
主

な
原
因
は
、
仮
放
免
さ
れ
な
い
こ
と
に
対
し
て
強
い
不
満
が
あ
る
こ
と
等
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一



お
尋
ね
の
「
処
遇
改
善
を
求
め
る
要
求
書
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
該
「
要
求
書
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
当
該
被
収
容
者
が
収
容
さ
れ
て
い
る
施
設
内
に

設
置
さ
れ
た
意
見
箱
に
同
月
十
日
に
投
か
ん
さ
れ
て
い
た
書
面
に
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
早
期
の
仮
放
免
等
の
要
求
が
記

載
さ
れ
て
い
た
。

な
お
、
当
該
被
収
容
者
の
一
部
の
者
は
、
自
費
で
購
入
し
た
食
料
品
を
摂
食
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

当
該
被
収
容
者
の
う
ち
、
体
調
不
良
を
申
し
出
て
病
院
に
搬
送
さ
れ
、
医
師
の
診
察
を
受
け
た
者
は
、
平
成
二
十
九
年
五

月
二
十
二
日
時
点
ま
で
で
六
人
お
り
、
そ
れ
以
外
の
者
は
、
体
調
不
良
を
申
し
出
て
い
な
い
。

当
該
六
人
の
う
ち
、
五
人
は
、
特
段
の
異
常
は
な
い
と
診
断
さ
れ
、
残
る
一
人
は
、
自
ら
異
物
を
飲
み
込
ん
だ
た
め
、
同

月
十
四
日
か
ら
三
日
間
入
院
し
た
。

五
に
つ
い
て

退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
取
調
べ
等
は
法
令
に
従
っ
て
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
お
り
、
取
調
べ
に
お
い
て

「
威
嚇
的
な
言
動
」
は
な
く
、
取
調
べ
の
在
り
方
に
問
題
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

二


